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１．まえがき 

 我が国において、平成９年６月に新しい環境影響評価法が公布され、平成 11 年６月よりその新しい環境影

響評価の制度が施行されている。この新しい環境影響評価法の先取りとして、（財）2005 年日本国際博覧会

協会が、平成１０年４月に 2005 年日本国際博覧会の「環境影響評価実施計画書」を公表し、平成 11 年２月

にその「環境影響評価準備書」を公表している。 

 著者らは、これらの資料によって、新しい環境影響評価の在り方を総合的に検討してみたが、合理的で分

かりやすい環境影響評価書とするために、先ず、事業を行う地域の土地環境の視点が最重要であるにも拘わ

らず、その視点が欠如していることなど、多くの改善すべき事項に気づいたので、それらについて述べるこ

ととする。 

 

２．環境影響評価実施計画書の内容について 

 環境影響評価実施計画書には、事業の目的や概要が記載されているが、これから行おうとする事業は、多

かれ少なかれ、環境への影響が避けられないことが一般的であるので、それでもその事業を行う意義の方が

極めて大きく、持続可能な発展の線に沿った計画であることを最大限に説明し、計画している事業に多くの

支持が得られるように記載するべきである。 

また、環境影響評価の実施計画書ではあっても、その時点までの事前調査で調べられていることは、作業

の先取りとして遠慮なく用いながら、より良き準備書作成への前段階の情報公開・意見聴取の資料とすべき

であると考えている。 

 

３．環境影響評価における環境要素の取り上げ方について 

 平成９年12月の環境庁告示第87号の別表による環境影響評価の環境要素の取り上げ方は、「環境の自然的

構成要素の良好な状態の保持」として「大気環境」（大気質、騒音、振動、悪臭、その他）、「水環境」（水質、

底質、地下水、その他）、土壌環境・その他の環境（地形・地質、地盤、土壌、その他）、「生物の多様性の確

保および自然環境の体系的保全」として「植物」、「動物」、「生態系」、「人と自然との豊かな触れ合い」とし

て「景観」と「触れ合い活動の場」、「環境への負荷」として「廃棄物等」と「温室効果ガス等」が示されて

いる。このような記載順は、事業を行う人が環境影響評価書を作成するためにも、その環境影響評価書を読

む人にとっても、不自然で不合理な記載順となっていることに気づいた。 

 事業を行う人が環境への影響を配慮しながら、事業計画を立てるときの考え方は、まず、その地域の地形・

地質・地盤・地上水・地下水などの現状調査から始まり、それへの物理的影響を考え、その後、化学的影響

として、地上水質・底質・地下水質・土壌汚染など、そして大気質への影響などを考えるのが、合理的な考

察・記載の順序である。 

 従って、環境要素の記載順を次のように書き換えると合理的な記述ができると考えている。 

①土地環境（地形・地質、地盤、土壌、地上水、地下水） 

②水質環境（地上水質、底質、地下水質、土壌・地盤汚染物質） 

③大気環境（大気質、騒音、振動、悪臭、その他） 
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 この①は事業を実施する地域の物理的状況の環境調査であり、②は事業関係地域の化学的汚染関係の調査

であり、③は事業関係地域の大気関係の調査である。 

 環境庁告示による環境要素の取り上げ方よりも、著者らが提案する①～③の取り上げ方が優れているのは、

取り扱う環境項目の思考順序に手もどりのない自然的流れ（足元の環境から空気の環境へ、物理的考察から

化学的考察へ）の思考が体系化されているからである。 

 土地環境の現況調査では、関係地域の土地利用の状況や交通施設の状況などの社会的状況も調査し、その

地域で計画されている事業があれば、それらとの関係もよく調べておく必要がある。 

 土地環境の基本的資料の地形図は、環境影響評価書のすべての箇所で繰り返し用いられる基礎資料であり、

土地環境の調査は、植生・生態系調査の基礎でもあり、「人と自然との豊かな触れ合い」としての「景観」な

らびに「触れ合い活動の場」についての検討とも密接な関係をもつ重要な基礎資料である。このようなわけ

で、土地環境を環境影響評価作業の最初に取り上げることによって、合理的で読み易い環境影響評価書がで

きるのである。 

 

４．読み易い環境影響評価書への改善策について 

 「2005 年日本国際博覧会に係る環境影響評価準備書」は 1000 ページに近い書物となっている。新しい環

境影響評価の制度になると、毎回、このようにページ数の多い準備書となることが心配される。このように

分厚い書物では、公開・縦覧されても、閲覧者に読んでいただくのも容易ではない。 

 環境影響評価の目的は、行われなければならない事業がいかにより良く環境に配慮して行われるものであ

るかを示し、その事業における環境への配慮を公約するものである。 

 著者らは、そのような趣旨で、その目的に適合しながら必要最小限のページ数に圧縮した準備書に改善す

ることを試みた。この作業において、前章で述べた考え方も用い、資料編に移してもよい部分は資料編に移

して、一般の人々には本文のみで十分に理解できて読み易い準備書の作成例を示してみた。そのような作業

に基づき、次のようなことが言える。環境影響評価作業のためにはまず社会的・自然的環境の現状を的確に

把握することが大切であり、そのためには最初の段階で前章に述べた土地環境の資料を十分に収集整理して

作業を進めることが大切であることを痛感した。 

 

５．環境影響評価作業を合理化するための各地域での土地環境データベースの作成について 

 環境影響評価作業を行わなければならないときに、必ず土地環境についての十分な情報が必要である。各

地域での土地環境のデータをＧＩＳを用いてしっかり管理しておけば、将来、その地域が事業を行う時に事

業の計画ならびにその環境影響評価作業に非常に役に立つこととなる。各自治体でそれぞれの土地環境のデ

ータをＧＩＳを利用して分かるようにしておき、すべての環境項目の現況を可能な限りその土地環境の上に

整理しておけば、今後の環境影響評価作業を合理化するために極めて好都合であると考えている。 

 

６．まとめ 

 環境影響評価制度の技術的内容の構成については、土地環境の視点から合理化されなければならないこと

を指摘した。このような考え方でよりよい環境影響評価制度に改善されることを望んでいる。 
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